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第１章 基本的事項 

 

１ 実行計画の目的 

本計画は、地方自治法第２９２条の規定により準用する地球温暖化対策の推進に関

する法律（以下「法」という。）第２１条第１項に基づき、一部事務組合等の地方公

共団体の組合に策定が義務付けられている温室効果ガス排出量の削減のための措置

に関する計画として策定するものである。 

久留米広域市町村圏事務組合（以下「組合」という。）の事務事業の実施に当たっ

ては、第１次地球温暖化対策実行計画（以下「実行計画」という。）に基づき温室効

果ガス排出量の削減目標の実現に向けた各種の取り組みを行い、地球温暖化対策の推

進を図ることを目的とする。  

 

２ 実行計画の基準年度と期間 

実行計画の基準年度は、平成２５年度とし、実行計画の期間は、平成２７年度から

平成３１年度（目標年度）までの５年間とする。 

なお、実行計画の実施状況や技術の進歩、社会情勢の変化により、必要に応じて見

直しを行うものとする。  

 

３ 実行計画の対象範囲 

実行計画は、組合が行う全ての事務・事業を対象とする。 

 

（対象施設一覧） 

施 設 名 施 設 名 

事務局、消防本部及び久留米消防署本署 東出張所（筑後地域消防指令センターを除く） 

善導寺出張所 南出張所 

西出張所 三井消防署本署 

三井出張所 三国出張所 

浮羽消防署本署 浮羽出張所 

三潴消防署  

 ※筑後地域消防指令センターは、参考値として温室効果ガス排出量を公表する。 

  （筑後地域８消防本部で消防通信指令業務を共同処理するため、平成２７年１１月

から運用を開始している。） 

 

４ 対象とする温室効果ガス 

実行計画で削減対象とする温室効果ガスは、法で定められた削減対象となる７種類

のガスのうち二酸化炭素を対象とする。 
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第２章 二酸化炭素の排出状況及び削減目標 

 

１ 基準年度の二酸化炭素排出量  

組合の事務・事業における基準年度の二酸化炭素総排出量は、９７２，３４２kg-CO2

である。 

 

（基準年度二酸化炭素排出量） 

区 分 排出量（kg-CO2） 

ガソリン １７７，９７６ 

灯油 ２２，４１０ 

軽油 ９９，８００ 

液化石油ガス（LPG） １５，１７２ 

都市ガス ６７，３１５ 

電気 ５８９，６６９ 

二酸化炭素（CO2）計 ９７２，３４２ 

 

２ 要因別の排出状況 

基準年度である平成２５年度の二酸化炭素排出量を排出要因別に見ると、他人から

供給される電気の使用に伴って排出される二酸化炭素が全体の６０．６％を占め、次

いでガソリンの使用が１８．３％、軽油の使用が１０．３％で全体の８９．２％を占

めている。 
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３ 実行計画の目標 

実行計画の削減目標の設定に際しては、個別の措置の目標を積み上げて最終的な二

酸化炭素の総排出量の数量的な目標を定めるボトムアップ方式により削減目標を設

定するものとする。 

実行計画の削減目標は、平成２５年度を基準年度として、京都議定書で定められた

方針（平成２〔１９９０〕年を基準年として平成２０〔２００８〕年から平成２４〔２

０１２年〕年までの５年間で６％削減）を踏まえ、計画期間の最終年度である平成３

１年度の二酸化炭素排出量を４．５７％削減することを目指す。  

なお、ガソリン及び軽油については、救急車や消防ポンプ自動車等の緊急出動等の

活動に伴う消費が大部分を占めており、大きな削減が困難であることから、削減目標

を１％とする。 

 

（二酸化炭素排出に係る措置の目標） 

区 分 平成２５年度 平成３１年度 削減目標 

ガソリン ７６，７１４L ７５，９４７L １％ 

灯油 ９，０００L ８，４６０L ６％ 

軽油 ３８，６８２L ３８，２９５L １％ 

液化石油ガス（LPG） ５，０５８kg ４，７５４kg ６％ 

都市ガス ３０，１８６Nm3 ２８，３７５Nm3 ６％ 

電気 ９６３，５１１kWh ９０５，７００kWh ６％ 

二酸化炭素（CO2）計 ９７２，３４２kg-CO2 ９２７，８９０kg-CO2 ４．５７％ 

 

 

第３章 具体的な取組 

 

１ 施設設備の改善等 

 ・ 施設の新築、改築をする時は、環境に配慮した工事を実施するとともに、環境負

荷の低減に配慮した施設等を整備し、適正な管理に努める。  

 ・ 高効率照明への買い換えを順次行う。 

 

２ 物品購入等 

 ・ 電気製品等の物品の新規購入、レンタルをする時には、省エネルギータイプで環

境負荷の少ないものの購入に努める。  

 ・ 事務用品は、 詰め替えやリサイクル可能な消耗品を購入する。  
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３ その他の取組 

 (1) 電気使用量の削減  

  ・ 効果的・計画的な事務処理に努め、夜間の残業の削減を図り照明の点灯時間の

削減に努める。 

  ・ 昼休みの消灯や時間外の不必要箇所の消灯を行う。  

  ・ 退庁時に身の回りの電気器具の電源が切られていることを確認する。  

  ・ ＯＡ機器等の電源をこまめに切るように努める。  

 (2) 燃料使用量の削減  

  ・ 急発進、急加速をしない。  

  ・ 緊急走行以外の運行においては、効率的な走行経路を選択し、可能な限り走行

距離を少なくする。 

  ・ 車両を適正に整備・管理し、排気ガスの削減に努める。  

  ・ 公用車から離れる時は必ずエンジンを切り、無駄なアイドリングは控える。  

 (3) ゴミの減量、リサイクル  

  ・ 物品の再利用や修理による長期利用に努め、ゴミの減量化を図る。  

  ・ 廃棄物の分別排出の徹底に努める。 

 (4) 用紙類使用量の削減 

・ 両面印刷、裏面コピーを徹底し、用紙の削減に努める。  

・ リサイクル用紙の購入に努める。  

 (5) 水道使用量の削減 

・ 日常的に節水を心がける。  

 (6) 環境保全に関する意識向上、率先実行の推進 

  ・ ノーネクタイ（クールビズ）・重ね着（ウォームビズ）を推進する。 

・ 空調設備の適切な温度設定を行う。  

 

 

第４章 推進体制及び進捗状況の公表 

 

１ 推進体制  

実行計画を実施・運用していくためには、各職場単位で取組を推進することが必要

であることから、「推進本部」、「推進担当者」及び「事務局」を設け、以下のよう

な推進体制で取り組んでいくこととする。 

 (1) 推進本部 

推進本部は、理事を本部長、消防次長を副本部長、総務課長、救急防災課長及び

各消防署警防課長を委員として構成し、実施状況の点検、評価及び実行計画の見直

し等を行う。 
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(2) 推進担当者 

推進担当者は、組合事務局、消防本部各課、各消防署警防課及び各消防署消防課

各署所の監督職１名を充て、推進担当者を中心に実行計画を実施・運用する。 

(3) 事務局 

推進本部の事務局は、組合事務局に置き、推進本部、推進担当者との連絡調整を

行う。 

 

２ 推進手法  

 (1) 全職員が自らの業務を遂行する中で、「第３章 具体的な取組」に規定する項目

に従って、環境負荷の低減を図るべく実践する。 

(2) 職場ごとに、各年度に消費した電気、ガス及び燃料の使用状況について、毎年４

月末までに事務局へ報告する。 

 

３ 点検・評価  

各職場からの取組に関する報告に基づき、推進本部において取組状況や数量的目標

の達成状況について毎年把握し、総合的に点検、評価する。 

 

４ 進捗状況の公表 

計画の進捗状況及び直近年度の温室効果ガス排出量については、年１回ホームペー

ジ等により公表する。 


